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（参考）茨木市都市公園条例第３条：行為の許可

第3条 公園(別表第1に掲げる公園施設を除く。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市⾧(中央公園南広場等に

あっては、指定管理者。以下この条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 募金その他これに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、音楽会、集会その他これらに類する催しをすること。

(5) その他公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所その他市⾧の定める事項を記載した申請書を市

⾧に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他市⾧の定める事項を記載した申

請書を市⾧に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市⾧は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項又は前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市⾧が不適当と認めるとき。










